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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に

関する規則 

平成十八年三月三十一日 

奈良県規則第七十三号 

〔障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定等に関する規則〕をここ

に公布する。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関す

る規則 

(平一八規則二七・平二四規則五四・平二五規則一二八・改称) 

(趣旨) 

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成

十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)に定め

るもののほか、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援

事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定

めるものとする。 

(平一八規則二七・平二四規則五四・平二五規則一二八・一部改正) 

(指定の申請) 

第二条 法第三十六条第一項、第三十八条第一項又は第五十一条の十九第一項の規定による

申請は、指定申請書(第一号様式)により行うものとする。 

(平一八規則二七・平二四規則五四・一部改正) 

(指定の変更の申請) 

第三条 法第三十七条第一項又は第三十九条第一項による指定の変更の申請は、指定変更申

請書(第一号様式の二)により行うものとする。 

(平一八規則二七・追加) 

(変更の届出等) 

第四条 法第四十六条第一項又は第五十一条の二十五第一項の規定による届出は、変更に係

るものにあっては変更届出書(第二号様式)により、事業の再開に係るものにあっては再開
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届出書(第二号様式の二)により、それぞれ行うものとする。 

2 法第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項の規定による届出は、廃止・休止届

出書(第三号様式)により行うものとする。 

3 法第四十六条第三項の規定による届出は、変更届出書(第二号様式)により行うものとす

る。 

(平一八規則二七・旧第三条繰下・一部改正、平二四規則五四・一部改正) 

(指定の辞退) 

第五条 法第四十七条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第四号様式)により行う

ものとする。 

(平一八規則二七・追加) 

(公示) 

第六条 法第五十一条又は第五十一条の三十第一項の規定による公示は、次に掲げる事項に

ついて行うものとする。 

一 指定障害者福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者又は指定一般相談支援

事業者の名称及び主たる事務所の所在地 

二 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地 

三 障害福祉サービスの種類又は障害者支援施設若しくは一般相談支援事業者の別 

四 指定、変更、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日 

(平一八規則二七・旧第四条繰下・一部改正、平二四規則五四・一部改正) 

(その他) 

第七条 この規則に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関し必要

な事項は、知事が定める。 

(平一八規則二七・旧第五条繰下・一部改正) 

附 則 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 
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附 則(平成一八年規則第二七号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

(準備行為) 

2 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第二十四条に規定する指定の手続

その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うものとする。 

(知的障害者福祉法に基づく指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則の廃止) 

3 知的障害者福祉法に基づく指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成十四

年九月奈良県規則第二十一号)は、廃止する。 

附 則(平成二〇年規則第二三号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 

附 則(平成二四年規則第五四号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際この規則による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉

サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定等に関する規則の規

定により現に提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の障害者自立支

援法に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事

業者の指定等に関する規則の相当規定により提出されたものとみなす。 

附 則(平成二五年規則第一二八号) 

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則(令和三年規則第六四号) 

この規則は、令和三年四月一日から施行する。 
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第1号様式(第2条関係) 

(平18規則27・全改、平20規則23・平24規則54・平25規則128・令3規則64・一部

改正) 

第1号様式の2(第3条関係) 

(平18規則27・追加、平20規則23・平24規則54・平25規則128・令3規則64・一部

改正) 

第2号様式(第4条関係) 

(平18規則27・全改、平24規則54・令3規則64・一部改正) 

第2号様式の2(第4条関係) 

(平24規則54・追加、令3規則64・一部改正) 

第3号様式(第4条関係) 

(平18規則27・平24規則54・令3規則64・一部改正) 

第4号様式(第5条関係) 

(平18規則27・追加、令3規則64・一部改正) 

 


